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私たちは日々の生活の中で、公共施設、上下水道、ごみ処理、学校教育といった行政サー

ビスを多く受けており、その地域に住む住民が、各地域で必要となる費用を分担することが

望ましいと考えられます。

個人住民税とは、「地域社会の会費」的な性格を持つ、その地域に住む個人に課する地方

税をいい、都道府県分と市町村分があります。納税する際には、各市町村に都道府県分と市

町村分の合計額を納めなければならず、道府県民税は各市町村によって、その道府県に払い

込まれます。（都についても同様です。）

それぞれの地域において、行政サービスの活動費となる財源を適切に確保する観点から、

個人住民税は極めて重要な税目となっています。

＜仕組み＞ 

コラム１「所得税」 

個人の給与などに対して課する税として、個人住民税のほかに、所得税があります。 

個人住民税は都道府県と市町村が課する地方税、所得税は国が課する国税で、どちらの税

目も重要な税目となっています。 

個人住民税には、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担

を求める「均等割」があります。所得とは、企業などから受け取る収入から必要経費を差し

引いた額をいいます。 

所得割の税率は、所得に対して 10％（道府県民税が４％、市町村民税が６％）※1※2 とさ

れており、前年の１月１日から 12月 31日までの所得で算定されます。 

均等割は、個人住民税は「地域社会の会費」的なものであるとして負担を求める個人住民

税の性格を反映したもので、その税額は 4,000円（道府県民税が 1,000円、市町村民税が 3,000

円）※2とされています※3。 
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